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06 避難区域の変遷
01 原発事故で相次いだ国の避難指示と区域再編

平成23年３月15日時点

　平成23年３月11日の東日本大震災発生後、東京電力福島第一原子力発電所の緊急事態宣言が発令され、３月12日早朝

に半径10キロ圏内、夕刻に20キロ圏内に避難指示が出され、続けて３月15日に20キロから30キロ圏内に屋内退避指示

が出され、独自の判断によって町内全域避難となった。

　その後、４月22日に半径20キロ圏内が警戒区域に設定され、立ち入りが禁止された。また20キロ圏外が計画的避難区

域に設定され、平成25年３月31日までこの状況が続いた。

　平成25年４月１日には、放射線量に応じて区域設定がなされ、年間20ミリシーベルト未満の地域を「避難指示解除準

備区域」、年間20ミリシーベルト以上50ミリシーベルト未満の地域を「居住制限区域」、年間50ミリシーベルト以上の地

域を「帰還困難区域」にそれぞれ設定され、警戒区域同様、町内への立ち入りについては原子力災害現地対策本部の許可

が必要になった。

平成23年４月22日時点
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平成25年４月１日時点
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02 東日本大震災でとられた体制
　東日本大震災は、浪江町における最大震度が６強（マグニチュード9.0）の大地震、さらに津波は、請戸地区で15.5ｍ

の大津波が観測された。そして、東京電力福島第一原子力発電所事故と、３つの災害が発生した複合災害であった。

　浪江町では、地震発生時に速やかに地域防災計画で定められた防災体制をとり、地震対応及び津波対応並びに避難者対

応と防災体制を構築した。
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■図表　町長直筆の「暗中八策」
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　しかしながら、その時点で通信が遮断され、災害対応業務が行き詰る中で、原子力発電所事故が発生し町ごと避難とい

う事態に直面した。通信が遮断され、情報がほぼ共有されていない中で、国や県、事故の当事者である東京電力などから

の支援もなく、浪江町は災害対策本部を中心に、また職員個々の機転において防災体制を維持していった。

　平成23年５月９日には、町長から「暗中八策」として喫緊の課題への対応策として８つの柱で取り組んでいくことが

示された。


